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令和７年度第７回江別市農業委員会定例総会議事録

令和７年１０月２９日（水） 午後２時３０分開会

開催場所 江別市民会館３７号室

１ 出席委員（２０名）

佐 藤 和 人

伊 藤 良 明

中 田 和 孝

保 倉 義 治

山 口 利 夫

植 村 登

佐 藤 昇

中 島 清 文

砂 川 秀 樹

西 純 一

荻 野 雅 志

田 中 浩 一

得 能 謙 二

保 倉 浩 行

百 瀨 誠 記

松 下 博 樹

山 田 保 彦

長谷川 礼 子

工 藤 多希子

浅野目 貴 史

２ 出席事務局職員

農業委員会事務局 局長 渡 部 学

主幹 首 藤 陽

主査 中 山 雄 太

主任 粟 生 祐 史

主任 武 山 直 人

主任 中 川 いつみ
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３ 議事日程

日程第１ 議事録署名委員の指名

日程第２ 会期の決定

日程第３ 諸般の報告

日程第４ 報告第２７号 現況証明願及び照会について

日程第５ 報告第２８号 農地使用貸借の合意による解約について

日程第６ 報告第２９号 第５回農政常任委員会開催結果報告について

日程第７ 報告第３０号 第７回農地常任委員会開催結果報告について

日程第８ 議案第２０号 農地法第３条の規定による許可申請について

日程第９ 議案第２１号 第７回農用地利用集積等促進計画案に対する意

見について

日程第１０ 議案第２２号 農用地の買入協議に係る要請について

日程第１１ 議案第２３号 農村滞在型余暇活動機能整備計画（第４期）変更

に係る意見について
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４ 議事の概要

◎開会宣告・開議宣告

○議長 これより、令和７年度第７回江別市農業委員会定例総会を開会いたします。

ただ今の出席委員は２０名であります。

ただちに、本日の会議を開きます。

◎議事録署名委員の指名

○議長 日程第１ 議事録署名委員の指名について

江別市農業委員会会議規則第２５条の規定により、荻野委員、浅野目委員を指名

いたします。

◎会期の決定

○議長 日程第２ 会期の決定について

令和７年度第７回江別市農業委員会定例総会の会期を、次のとおり決定する。

令和７年１０月２９日、１日間とする。

このことについて、ご異議ありませんか。

（「なし」の声あり）

ご異議なしと認めます。

よって、そのように決しました。

◎諸般の報告

○議長 日程第３ 諸般の報告について

事務局長に報告させます。

事務局長。

○事務局長 ご報告申し上げます。

令和７年度第６回定例総会以降の会務は、お手元に配付いたしました会務報告の

とおりでございます。

○議長 ただ今の報告に対し、ご質問ありませんか。

（「なし」の声あり）

ご質問なしと認めます。

◎報告第２７号

○議長 日程第４ 報告第２７号 現況証明願及び照会についてを議題といたしま

す。

内容の説明をさせます。

中川主任。

○中川主任 報告第２７号 現況証明願及び照会についてご説明申し上げます。

総会議案１ページをご覧ください。
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今回提出がありましたのは、№２０の１件でございます。

土地の所在等は記載のとおりです。

№２０は、公簿地目 畑２筆 計1,056.00㎡を、内訳のとおり農地・採草放牧

地以外と証明いたしました。

これは、現地調査を行い、農地利用調査実施要領に基づき処理したものでござ

います。

以上でございます。

○議長 これより報告第２７号に対する質疑に入ります。

質疑ありませんか。

（「なし」の声あり）

質疑なしと認めます。

以上で報告第２７号を終結いたします。

◎報告第２８号

○議長 日程第５ 報告第２８号 農地使用貸借の合意による解約についてを議題

といたします。

内容の説明をさせます。

粟生主任。

○粟生主任 報告第２８号 農地使用貸借の合意による解約について、ご説明申し

上げます。

総会議案２ページをご覧ください。

今回通知がありましたのは、№１及び№２の計２件で、全３筆、畑177,513.00

㎡でございます。

内容につきましては、使用貸借関係を双方合意により解約した旨の通知があっ

たものでございます。

合意解約の内容につきましては、記載のとおりでございます。

以上でございます。

○議長 これより報告第２８号に対する質疑に入ります。

質疑ありませんか。

（「なし」の声あり）

質疑なしと認めます。

以上で報告第２８号を終結いたします。

◎報告第２９号

○議長 日程第６ 報告第２９号 第５回農政常任委員会開催結果報告についてを議

題といたします。

農政常任委員長の報告を求めます。

農政常任委員長。

○農政常任委員長 報告第２９号 令和７年度第５回農政常任委員会開催結果につ

いて、ご報告申し上げます。

委員会の開催日時、出席委員及び出席職員は、お手元の開催結果報告書に、記

載のとおりでございます。
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付議事件１「農村滞在型余暇活動機能整備計画（第４期）変更に係る意見につ

いて」、事務局より説明を受け、審議した結果、農政常任委員会では原案どおり承

認することとし、農業委員会の総意とするため、定例総会に付すことといたしま

した。

以上でございます。

○議長 これより報告第２９号に対する質疑に入ります。

質疑ありませんか。

（「なし」の声あり）

質疑なしと認めます。

以上で報告第２９号を終結いたします。

◎報告第３０号

○議長 日程第７ 報告第３０号 第７回農地常任委員会開催結果報告についてを

議題といたします。

農地常任委員長の報告を求めます。

農地常任委員長。

○農地常任委員長 報告第３０号 令和７年度第７回農地常任委員会開催結果につ

いて、ご報告申し上げます。

委員会の開催日時、出席委員及び出席職員は、お手元の開催結果報告書に、記載の

とおりでございます。

付議事件１「農地法第３条の規定による許可申請について」、付議事件２「第７

回農用地利用集積等促進計画案に対する意見について」、付議事件３「農用地の買

入協議に係る要請について」、事務局より説明を受け、農地法等関係条項に照らし

て、内容を精査し、適当であると意見を集約いたしました。

以上でございます。

○議長 これより報告第３０号に対する質疑に入ります。

質疑ありませんか。

（「なし」の声あり）

質疑なしと認めます。

以上で、報告第３０号を終結いたします。

◎議案第２０号

○議長 日程第８ 議案第２０号 農地法第３条の規定による許可申請についてを

議題といたします。

内容の説明をさせます。

武山主任。

○武山主任 議案第２０号 農地法第３条の規定による許可申請についてご説明申

し上げます。

総会議案５ページから６ページをご覧ください。

今回申請がありましたのは、№３～№５の３件でございます。

№３及び№４は個人と法人間で、所有権の移転がなされるもので、農地法第３条

第２項各号には該当しないため、許可要件のすべてを満たすと考えます。
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№５は、個人間で、贈与による所有権の移転がなされるものですが、№５の譲受

人は当該地に使用及び収益権を設定している農地所有適格法人の常時従事する構

成員であることから、農地法関係事務に係る処理基準第３の３の（４）の規定によ

り、農地法第３条第２項第１号の全部効率要件を、当該法人が現在適切に耕作して

いる状況を踏まえ、満たしているものと考えます。このため、他の農地法第３条第

２項各号にも該当しないことから、許可要件のすべてを満たすと考えます。

以上、３件 ２７筆 計 172,409.00 ㎡でございます。

説明は、以上でございます。

○議長 これより議案第２０号に対する質疑に入ります。

質疑ありませんか。

（「なし」の声あり）

質疑なしと認めます。

議案第２０号を採決いたします。

農地法第３条の規定による許可申請について、申請３件、可とする決定をいたし

たいと思います。

このことについて、ご異議ありませんか。

（「なし」の声あり）

ご異議なしと認めます。

よって、そのように決しました。

◎議案第２１号

○議長 日程第９ 議案第２１号 第７回農用地利用集積等促進計画案に対する意

見についてを議題といたします。

内容の説明をさせます。

粟生主任。

○粟生主任 議案第２１号 第７回農用地利用集積等促進計画案に対する意見につ

いて、ご説明申し上げます。

総会議案７ページから８ページをご覧ください。

本議案は、農地中間管理事業の推進に関する法律第２２条の規定に基づき、業務

委託を受けて江別市が作成した農用地利用集積等促進計画案に対して、第１８条第

３項の規定に基づき意見を付そうとするものです。

今回の計画案は、所有権移転に係るものが４件 ６筆 355,026.00 ㎡でございま

す。

内容につきましては、記載のとおりとなっておりますので、説明は省略いたしま

す。

今回提案する案件につきましては、同法に定められている各要件をすべて満たし

ていると考えます。

また、当該利用集積等促進計画案について、計画案のとおり認可申請された際に

は即日公告がされるため、農用地の利用の効率化及び高度化の促進に資する旨意見

を付すとともに、農用地利用集積等促進計画の作成について要請を行います。

以上でございます。
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○議長 これより議案第２１号に対する質疑に入ります。質疑ありませんか。

（「なし」の声あり）

質疑なしと認めます。

議案第２１号を採決いたします。

第７回農用地利用集積等促進計画案に対する意見について、申出４件、可とする

意見を付すことに決定をいたしたいと思います。

このことについて、ご異議ありませんか。

（「なし」の声あり）

ご異議なしと認めます。

よって、そのように決しました。

◎議案第２２号

○議長 日程第１０ 議案第２２号 農用地の買入協議に係る要請についてを議題

といたします。

内容の説明をさせます。

武山主任。

○武山主任 議案第２２号 農用地の買入協議に係る要請について、ご説明申し上げ

ます。

総会議案９ページをご覧ください。

これは、記載の者から所有権移転の申出があり、農業経営基盤強化促進法第２２

条第１項の規定に基づき、公益財団法人北海道農業公社を含めて調整を行ったとこ

ろ、意向が一致しなかったもので、このままでは、公社が当該農用地に係る権利を

取得できなくなることにより、地域計画の達成に資するように所有権の移転を行う

ことが困難になる恐れがあるため、農業経営基盤強化促進法の基本要綱別紙１１の

第１の３の規定により、公社による買入協議を行うよう、江別市長から公社及び農

地所有者に対して通知することを、市長に要請することについて、意見の決定を求

めるものでございます。

内容につきましては記載のとおりで、全２２筆、140,937.26 ㎡が対象となってお

ります。

以上であります。

○議長 これより議案第２２号に対する質疑に入ります。

質疑ありませんか。

（「なし」の声あり）

質疑なしと認めます。

議案第２２号を採決いたします。

農用地の買入協議に係る要請について、要請２件、可とする決定をいたしたいと

思います。

このことについて、ご異議ありませんか。

（「なし」の声あり）

ご異議なしと認めます。

よって、そのように決しました。
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◎議案第２３号

○議長 日程第１１ 議案第２３号 農村滞在型余暇活動機能整備計画（第４期）変

更に係る意見についてを議題といたします。

内容の説明をさせます。

中山主査。

○中山主査 議案第２３号 「農村滞在型余暇活動機能整備計画（第４期）変更に係

る意見について」ご説明申し上げます。

総会議案１０ページをご覧ください。

先ほど、農政常任委員長からの報告にございましたとおり、本日、農政常任委員

会において審議、原案どおり可決しております内容でございますが、江別市におけ

る農村滞在型余暇活動機能整備計画、いわゆるグリーンツーリズム計画については、

令和６年度から第４期がスタートしており、この度、計画の一部を変更することと

なったため、その変更案について「農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促

進に関する法律」施行規則第４条の規定に基づき、市長から当委員会へ意見を求め

られているものでございます。

計画の内容についてご説明いたします。

今回の変更点は２点あります。

１５ページをご覧ください。

変更点の１点目として、元々本計画に今後、整備予定として掲載されておりまし

た、角山の販売施設が、農家レストランとして令和６年１２月２６日に業務を開始

した旨届け出がありましたので、１５ページ中段の表「体験・観光施設等の状況」

について、一番右側の「その他」欄の「農家レストラン」が６か所から７か所に変

更になっています。

変更点の２点目につきまして、２２ページをご覧ください。

右側中段の青い網掛けになっている№９について、豊幌地区の農業者から販売施

設及び附帯施設として駐車場を整備する計画について相談があったため、今回、本

計画に掲載することとしたものです。

併せて、計画内の関係部分について修正しております。

２３ページ以降に新旧対照表を添付しておりますので、合わせてご参照ください。

説明は以上でございます。

○議長 これより議案第２３号に対する質疑に入ります。

質疑ありませんか。

（「なし」の声あり）

質疑なしと認めます。

議案第２３号を採決いたします。

農村滞在型余暇活動機能整備計画（第４期）変更に係る意見について、可とする

意見を付すことに決定をいたしたいと思います。

このことについて、ご異議ありませんか。

（「なし」の声あり）

ご異議なしと認めます。

よって、そのように決しました。
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閉会宣告

○議長 今期、定例総会に付議されました事件はすべて議了いたしました。

令和７年度第７回江別市農業委員会定例総会はこれをもって閉会いたします。

午後２時４０分 閉会

上記会議の記録に相違ないことを証するため、ここに署名する。

令和７年１０月２９日

議長（会 長）

署 名 委 員

署 名 委 員


